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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】噴射操作の終了時まで粉状内容物を噴射するエ
アゾール連続噴射機構において、ハウジングなどでの残
留粉状内容物の固化を防止し、また、残留済みの固化粉
状内容物を以後の噴射動作で細かくして粉状内容物詰ま
りを減らすエアゾール連続噴射機構を提供する。
【解決手段】ハウジング３の内容物流入口３ｂの周りに
環状溜まり空間域３ｃ（パウダー溜まり）を設け、ハウ
ジング内部の残留粉状内容物Ａを混合液の状態で収容し
て、当該残留粉状内容物が乾燥固化しにくいようにした
。また、チューブ７，筒状起立部３ａの通路部および、
環状溜まり空間域３ｃなどに残留していた固化粉状内容
物が、以後の噴射動作によって下開口鞘状部２ｃの天井
部分や環状溜まり空間域３ｃの底面部分と衝突すること
により細かくなるようにした。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　噴射操作の間、噴射剤の作用に基づく容器内部の粉状内容物の外部空間域への噴射動作
が、その途中で終ることなしに最後まで継続する粉状内容物噴射機構において、
　前記噴射操作と連動し、かつ、バルブ作用を呈する原液通過孔部，その下流側の原液通
路部および、下側の下開口鞘状部を備えたステムと、
　容器本体側に取り付けられて、前記下開口鞘状部を含むステム下側部分を収容し、かつ
、自らの内下面側に容器本体からの原液流入用の筒状起立部を備え、当該筒状起立部の外
側に、流入済みの原液が収容される環状溜まり空間域を設定したハウジングと、
　前記ハウジングに保持されて前記原液通過孔部との間で前記バルブ作用を呈する環状弁
部材と、
　前記ハウジングに配設されて前記ステムを上方向に付勢する弾性部材と、を有し、
　前記ステムの下開口鞘状部および前記ハウジングの筒状起立部は、
当該ステムが、前記噴射操作により前記弾性部材の弾性力に抗する形で作動モード位置へ
駆動されたとき、
当該下開口鞘状部の天井部分が当該筒状起立部の上端部分から離間したまま、前記環状溜
まり空間域に当該下開口鞘状部が入り込んで、その内側から外側へと続くＵ字状縦断面の
径路が設定され、
当該筒状起立部から当該ハウジングに流入する原液が当該径路を通って、その先の前記原
液通過孔部へと移動する、
態様でそれぞれ形成されている、
　ことを特徴とする粉状内容物詰まり防止機構。
【請求項２】
。
　前記ハウジングの周面部分に、
正立使用時の作動モードでは容器本体の気相噴射剤をハウジング内部に流入させ、倒立使
用時の作動モードでは容器本体の原液をハウジング内部に流入させるための常開状態の流
入孔部を形成した、
　ことを特徴とする請求項１記載の粉状内容物詰まり防止機構。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の粉状内容物詰まり防止機構を備え、かつ、噴射剤およ
び内容物を収容した、
　ことを特徴とするエアゾール式製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、噴射操作の間、噴射剤の作用に基づく容器内部の粉状内容物（パウダー）の
外部空間域への噴射動作が、その途中で終ることなしに最後まで継続するエアゾールタイ
プの原液噴射機構を対象にしたものである。すなわち定量噴射エアゾールタイプの原液噴
射機構は本発明の対象外である。
【０００２】
　特に、この原液噴射機構の正立作動モード終了後（静止モード）にハウジング内部の残
留原液中の液体分がハウジングの原液流入口から容器本体の方へいわば逆流し、その結果
、原液流入口周りのハウジング底面部分やその下流側のステム通路部などに残留したまま
の粉状内容物がハウジング内部の液相分の減少により乾燥して固化しやすくなる、ことを
防止した粉状内容物詰まり防止機構に関する。
【０００３】
　また、仮にハウジング底面部分やその上流側通路部，下流側通路部に固化粉状内容物が
残留したとしても、これを次の作動モード設定時に、ハウジング内部のＵ字状縦断面径路
の部分で細分化し、さらにはハウジング内部に容器本体から直に流入する気相噴射剤で拡
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散・細分化して、これによりハウジング底面部分などの固化粉状内容物を細かくしてから
外部空間域へと積極的に流出させる粉状内容物詰まり防止機構に関する。
【０００４】
　噴射対象の粉状内容物には、例えばタルク，酸化亜鉛，二硫化モリブデン，窒化ケイ素
，樹脂粉末をはじめとして、後述のように各種のものがある。
【０００５】
　なお、本明細書では「原液」を、
・粉状内容物および分散媒，溶媒からなる狭義の混合液
・この狭義の混合液および液相噴射剤（液化ガス，気化ガス溶解分）からなる広義の混合
液
の両者を含む語として用いる。
【０００６】
　また、操作ボタンの噴射口の側を「前」、これとは反対側を「後」と記載し、「上」，
「下」についてはエアゾール式製品の正立状態における上下関係を用いる。すなわち、図
１～図３の左側が「前」、右側が「後」であり、図１および図２の「上」，「下」を用い
る。
【背景技術】
【０００７】
　本件出願人は、ハウジング内部の原液流入口の周りに環状溜まり空間域（パウダー溜ま
り）を設けた形の定量噴射エアゾールタイプの原液噴射機構を提案ずみである（後述の特
許文献１参照）。
【０００８】
　この環状溜まり空間域を設けた原液定量噴射機構は、その静止モードへの復帰後にハウ
ジング底面部分の残留粉状内容物が原液流入口からその上流側へ落下しないようにするこ
とを前提としている。
【０００９】
　すなわち、作動モード終了にともないハウジング内部の定量空間域に収容され、次回の
噴射対象そのものとなる粉状内容物が当該定量空間域からいわばこぼれる程度を小さくし
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００３－２６７４６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　このように提案済みの定量噴射エアゾールタイプの原液噴射機構は、ハウジングの原液
流入口の周りに環状溜まり空間域を設け、静止モードにおいてハウジング内部の定量空間
域に収容済みの次回噴射対象原液が当該定量空間域からその下方の容器本体側へ極力流出
しないようにするといった考えに基づくもので、所定の効果を奏している。
【００１２】
　本発明は、このようなエアゾール定量噴射におけるハウジングの内容物流入口周りの環
状溜まり空間域（パウダー溜まり）を、通常のエアゾール連続噴射機構、すなわち噴射操
作の間ずっと噴射動作が継続する原液噴射機構に適用すれば、当該環状溜まり空間域の残
留粉状内容物の固化防止を図ることができるという新たな視点に立脚したものである。
【００１３】
　また、ステムに形成した下開口鞘状部を作動モードの際にハウジングの環状溜まり空間
域の底面近くまで入り込ませて原液通過用のＵ字状縦断面径路を設定し、さらには正立使
用時に容器本体内部の気相噴射剤をハウジングの常開孔部からステム通路部に流入させて
いる。
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【００１４】
　これにより、環状溜まり空間域やその上流側通路部などに残留している固化粉状内容物
をＵ字状縦断面径路などのいわば壁部分との衝突作用（特に流れ方向が略反転する部分と
の衝突作用）で細かくし、さらにはハウジングの常開孔部の下流側通路部などに残留して
いる固化粉状内容物を原液や気相噴射剤などの拡散作用で細かくして、例えばハウジング
への原液注入用チューブから外部空間域への噴射孔にいたる通路部全体での粉状内容物詰
まりの減少化を図ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明は、以上の課題を次のようにして解決する。
（１）噴射操作の間、噴射剤の作用に基づく容器内部の粉状内容物の外部空間域への噴射
動作が、その途中で終ることなしに最後まで継続する粉状内容物噴射機構において、
前記噴射操作と連動し、かつ、バルブ作用を呈する原液通過孔部（例えば後述の孔部２ｂ
），その下流側の原液通路部（例えば後述の下通路部２ａ）および、下側の下開口鞘状部
（例えば後述の下開口鞘状部２ｃ）を備えたステム（例えば後述のステム２）と、
容器本体側に取り付けられて、前記下開口鞘状部を含むステム下側部分を収容し、かつ、
自らの内下面側に容器本体からの原液流入用の筒状起立部（例えば後述の筒状起立部３ａ
）を備え、当該筒状起立部の外側に、流入済みの原液が収容される環状溜まり空間域（例
えば後述の環状溜まり空間域３ｃ）を設定したハウジング（例えば後述のハウジング３）
と、
前記ハウジングに保持されて前記原液通過孔部との間で前記バルブ作用を呈する環状弁部
材（例えば後述のガスケット５）と、
前記ハウジングに配設されて前記ステムを上方向に付勢する弾性部材（例えば後述のコイ
ルスプリング６）と、を有し、
前記ステムの下開口鞘状部および前記ハウジングの筒状起立部は、
当該ステムが、前記噴射操作により前記弾性部材の弾性力に抗する形で作動モード位置へ
駆動されたとき、
当該下開口鞘状部の天井部分が当該筒状起立部の上端部分から離間したまま、前記環状溜
まり空間域に当該下開口鞘状部が入り込んで、その内側から外側へと続くＵ字状縦断面の
径路〔例えば後述の筒状起立部３ａの外周面と下開口鞘状部２ｃの内周面との間の縦通路
，ハウジング底面部分のリブ状部３ｄ同士の間の径方向通路および、下開口鞘状部２ｃの
外周面とハウジング内周面との間の縦通路（ハウジング内周面のリブ状部３ｄ同士の間の
縦通路）〕が設定され、
当該筒状起立部から当該ハウジングに流入する原液が当該径路を通って、その先の前記原
液通過孔部へと移動する、
態様でそれぞれ形成されている。
（２）上記（１）において、
前記ハウジングの周面部分に、
正立使用時の作動モードでは容器本体の気相噴射剤をハウジング内部に流入させ、倒立使
用時の作動モードでは容器本体の原液をハウジング内部に流入させるための常開状態の流
入孔部を形成する。
【００１６】
　このような構成からなる粉状内容物詰まり防止機構および、当該粉状内容物詰まり防止
機構を備えたエアゾール式製品を本発明の対象としている。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明は以上の課題解決手段により、
(11)通常のエアゾール連続噴射機構において、その静止モードのときにハウジングの原液
流入口周りの環状溜まり空間域（パウダー溜まり）に残留する粉状内容物の固化防止を図
る、
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(12)ハウジングへの原液注入用チューブから外部空間域への噴射孔にいたる通路部全体で
の粉状内容物詰まりの減少化を図る、
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の、連続噴射タイプのエアゾール式製品における正立状態での静止モード
を示す説明図である。
【図２】図１の正立状態での作動モードを示す説明図である。
【図３】図１のエアゾール式製品の倒立状態での静止モードを示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　図１～図３を用いて本発明の実施形態を説明する。
【００２０】
　図１～図３で用いるアルファベット付き参照番号の構成要素（例えば上通路部１ａ）は
原則として、当該参照番号の数字部分の構成要素（例えば操作ボタン１）の一部であるこ
とを示している。
【００２１】
　図１および図２において、
Ａは正立静止モードのハウジング内部の環状溜まり空間域（パウダー溜まり）に残留する
粉状内容物（図１参照），
Ｂは正立作動モードの容器本体内部の原液，液相噴射剤などが外部空間域に噴射されると
きの原液流出径路（図２参照），
Ｃは正立作動モードの容器本体内部の気相噴射剤がハウジングに流入して原液（粉状内容
物）を拡散させるときの気相噴射剤流路（図２参照），
をそれぞれ示している。
【００２２】
　また、図１～図３において、
１は作動モード設定用の周知の操作ボタン，
１ａは操作ボタン中央部の上下方向に形成されて原液が通過する鞘状の上通路部，
１ｂは当該上通路部の内周面から前方向に形成された外部空間域への噴射口，
２は上通路部１ａの下端側に嵌合した状態のステム，
２ａはステム中央部の上下方向に形成されて原液などが通過する鞘状の下通路部，
２ｂは当該下通路部の周面部分に形成されて後述のガスケット５とともにハウジング内部
の原液への周知のバルブ作用を呈する一対の孔部，
２ｃは当該ステムの外底面部およびこれに連続する環状垂下部からなる下開口鞘状部，
２ｄは当該下開口鞘状部の天井部分の外縁側に形成された環凹状部，
をそれぞれ示している。
【００２３】
　また、
３はステム２の下側部分を収容するハウジング，
３ａは当該ハウジングの内底面中央に形成されて原液が通過する筒状起立部，
３ｂは当該筒状起立部の上端側であって容器本体内部の原液が流入する上端開口部（原液
流入口），
３ｃは当該ハウジングの下側内周面と筒状起立部３ａの外周面との間に形成された環状溜
まり空間域（パウダー溜まり），
３ｄは当該環状溜まり空間域の内面部分およびこれの上方に続くハウジング内周面部分の
上下方向，径方向にそれぞれ連続形成された複数のリブ状部，
３ｅは当該各リブ状部の内側上下方向部分の同じ高さ位置に形成されて後述のコイルスプ
リング６を受けるための段部，
３ｆは当該ハウジングの上端側に形成されたマウンティングキャップ取付け用の大径上筒
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状部，
３ｇは当該大径上筒状部の内側に形成された環突状部，
３ｈは当該ハウジングの周面部分に複数形成されて気相噴射剤流路Ｃの流入部に相当する
常開孔部，
３ｊは筒状起立部３ａの直下に形成されたチューブ取付け用の小径下筒状部，
をそれぞれ示している。
【００２４】
　また、
４は容器本体（図示省略）に取り付けられてハウジング３の大径上筒状部３ｆを係合保持
する周知のマウンティングキャップ，
５はハウジング３の大径上筒状部３ｆ，環突状部３ｇおよびマウンティングキャップ４に
係合保持されてステム２の孔部２ｂとの間で周知のバルブ作用を呈するガスケット（環状
ステムラバー），
６はステム２の環凹状部２ｄとハウジング３の段部３ｅとの間に配設されて当該ステムお
よびこれと一体の操作ボタン１を上方の静止モード位置に付勢する周知のコイルスプリン
グ，
７はハウジング３の小径下筒状部３ｊに嵌合状態で取り付けられた原液流入用の周知のチ
ューブ，
をそれぞれ示している。
【００２５】
　ここで、操作ボタン１，ステム２，ハウジング３，チューブ７などはポリプロピレン，
ポリエチレン，ポリアセタール，ナイロン，ポリブチレンテレフタレートなどからなるプ
ラスチック製のものである。
【００２６】
　また、ガスケット５はゴム製のものであり、コイルスプリング６は金属製，プラスチッ
ク製のものであり、マウンティングキャップ４は金属性のものである。
【００２７】
　図示の粉状内容物詰まり防止機構の特徴は、
(21)作動モード設定時、ステム２の下開口鞘状部２ｃの下端部分が環状溜まり空間域３ｃ
の底面近くまで移動し、これによりハウジング３の筒状起立部３ａの内部（原液通路部）
とステム２の下通路部２ａとがＵ字状縦断面径路を介して連通するようにし、
(22)ハウジング３の周面部分に、正立使用時には容器本体内部の気相噴射剤が流入し、倒
立使用時には容器本体内部の原液が流入する常開孔部３ｈを設けた、
ことである。
【００２８】
　なお、上記(21)のＵ字状縦断面径路は、
・筒状起立部３ａの外周面と下開口鞘状部２ｃの内周面との間の縦通路
・これに続く、ハウジング底面部分のリブ状部３ｄ同士の間の径方向通路
・これに続く下開口鞘状部２ｃの外周面とハウジング内周面との間の縦通路（ハウジング
内周面のリブ状部３ｄ同士の間の縦通路）
により形成される。
【００２９】
　図１の正立使用静止モードでは、操作ボタン１およびステム２がコイルスプリング６に
より上方向へ付勢されて、当該ステムの孔部２ｂはガスケット５の作用によりハウジング
３の内部空間域から遮断されている。
【００３０】
　このとき、ハウジング３の環状溜まり空間域３ｃには、前回の噴射操作終了後にハウジ
ング内部に残留した粉状内容物Ａが原液の形で収容されている。
【００３１】
　すなわちこの粉状内容物Ａは原液中の液体分といわば混在している。そのため、ハウジ
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ング内部の粉状内容物Ａが乾燥して固化するようなことは生じにくい。
【００３２】
　図２の正立使用作動モードでは、
(31)操作ボタン１の押下げ操作によりステム２が下動して、その孔部２ｂがガスケット５
の下方に位置し、
(32)ステム２の下開口鞘状部２ｃの下端部分がハウジング３のリブ状部３ｄのいわば横方
向の底部分（表面最下部分）に当接し、かつ、ハウジング３の上端開口部３ｂがこれと対
向する下開口鞘状部２ｃの天井部分から離間しており、
(33)容器本体内部の原液が、「チューブ７－筒状起立部３ａ－上端開口部３ｂ－Ｕ字状縦
断面径路－孔部２ｂ－下通路部２ａ－上通路部１ａ－噴射口１ｂ」を経て外部空間域に流
出し、
(34)容器本体内部の気相噴射剤が、常開孔部３ｈからハウジング３の内部に流入する（気
相噴射剤流路Ｃ参照）。
【００３３】
　なお、原液噴射通路の一部を形成するＵ字状縦断面径路は、上述したように筒状起立部
３ａの外周面と下開口鞘状部２ｃの内周面との間の縦通路，ハウジング底面部分のリブ状
部３ｄ同士の間の径方向通路および、下開口鞘状部２ｃの外周面とハウジング内周面との
間の縦通路（ハウジング内周面のリブ状部３ｄ同士の間の縦通路）からなる。
【００３４】
　このＵ字状縦断面径路を通る上記(33)の原液噴射動作にともない、チューブ７，筒状起
立部３ａの通路部および、環状溜まり空間域３ｃなどに残留していた固化粉状内容物がそ
れぞれ下流側へと移動する。
【００３５】
　この移動する固化粉状内容物は、Ｕ字状縦断面径路のいわば壁部分との衝突作用、特に
流れ方向が略反転する下開口鞘状部２ｃの天井部分や環状溜まり空間域３ｃの底面部分と
の衝突作用で細かくされる。
【００３６】
　また、この原液噴射動作および上記(34)の気相噴射剤の流入動作にともない、ハウジン
グ３の内部に残留していた固化粉状内容物が拡散して細かくされる。
【００３７】
　図３の倒立静止モードでは、
(41)正立静止モードのときと同じようにステム２の孔部とハウジング３の内部とが連通し
ない状態に設定され、
(42)ハウジング内部には常開孔部３ｈから容器本体の原液が流入済みで、下開口鞘状部２
ｃなどに粉状内容物が収容され、
(43)容器本体の気相噴射剤収容空間域とチューブ７とが連通している。
【００３８】
　この倒立静止モードの操作ボタン１を図示上方向に押圧操作すると、正立使用時と同じ
ようにステム２の孔部とハウジング３の内部とが連通する。
【００３９】
　この連通動作により、ハウジング内部および容器本体内部の原液が「（常開孔部３ｈ）
－孔部２ｂ－下通路部２ａ－上通路部１ａ」を経て噴射口１ｂから外部空間域に噴射され
る。
【００４０】
　また、下開口鞘状部２ｃに収容されていた粉状内容物はチューブ７から流入する気相噴
射剤の作用により上記Ｕ字状縦断面径路を通って孔部２ｂへと流れる。
【００４１】
　そして、この気相噴射剤のガス作用に基づいて正立作動モードのときと同じように、チ
ューブ７，筒状起立部３ａの通路部および下開口鞘状部２ｃなどの残留固化粉状内容物が
、Ｕ字状縦断面径路のいわば壁部分との衝突作用で細かくされる。
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【００４２】
　本発明が以上の実施形態に限定されないことは勿論であって、例えばトリガレバータイ
プやチルトタイプ（傾動タイプ）などの各種操作ボタンを用いるエアゾール式製品にも適
用できる。
【００４３】
　また、コイルスプリングに代えて板バネ，竹の子バネ，ぜんまいバネなどの各種弾性部
材を用いてもよい。
【００４４】
　本発明が適用されるエアゾール式製品としては、洗浄剤，清掃剤，制汗剤，冷却剤，筋
肉消炎剤，ヘアスタイリング剤，ヘアトリートメント剤，染毛剤，育毛剤，化粧品，シェ
ービングフォーム，食品，液滴状のもの（ビタミンなど），医薬品，医薬部外品，塗料，
園芸用剤，忌避剤（殺虫剤），クリーナー，消臭剤，洗濯のり，ウレタンフォーム，消火
器，接着剤，潤滑剤などの各種用途のものがある。
【００４５】
　容器本体に収納する内容物は、液状，クリーム状，ゲル状など種々の形態のものを用い
ることができ、内容物に配合される成分としては例えば、粉状物，油成分，アルコール類
，界面活性剤，高分子化合物，各用途に応じた有効成分，水などが挙げられる。
【００４６】
　粉状物としては、金属塩類粉末，無機物粉末や樹脂粉末などを用いる。例えば、タルク
，カオリン，アルミニウムヒドロキシクロライド（アルミ塩），アルギン酸カルシウム，
金粉，銀粉，雲母，炭酸塩，硫酸バリウム，セルロース，これらの混合物などを用いる。
【００４７】
　油成分としては、シリコーン油，パーム油，ユーカリ油，ツバキ油，オリーブ油，ホホ
バ油，パラフィン油，ミリスチン酸，パルミチン酸，ステアリン酸，リノール酸，リノレ
ン酸などを用いる。
【００４８】
　アルコール類としては、エタノールなどの１価の低級アルコール，ラウリルアルコール
などの１価の高級アルコール，エチレングリコール，グリセリン，1,3－ブチレングリコ
ールなどの多価アルコールなどを用いる。
【００４９】
　界面活性剤としては、ラウリル硫酸ナトリウムなどのアニオン性界面活性剤、ポリオキ
シエチレンオレイルエーテルなどの非イオン性界面活性剤、ラウリルジメチルアミノ酢酸
ベタインなどの両性界面活性剤、塩化アルキルトリメチルアンモニウムなどのカチオン性
界面活性剤などを用いる。
【００５０】
　高分子化合物としては、メチルセルロース，ゼラチン，デンプン，カゼイン，ヒドロキ
シエチルセルロース，キサンタンガム，カルボキシビニルポリマーなどを用いる。
【００５１】
　各用途に応じた有効成分としては、サリチル酸メチル，インドメタシンなどの消炎鎮痛
剤、安息香酸ナトリウム，クレゾールなどの除菌剤、ヒレスロイド，ジエチルトルアミド
などの害虫忌避剤、酸化亜鉛などの制汗剤、カンフル，メントールなどの清涼剤、エフェ
ドリン，アドレナリンなどの抗喘息薬、スクラロース，アスパルテームなどの甘味料、エ
ポキシ樹脂，ウレタンなどの接着剤や塗料、パラフェニレンジアミン，アミノフェノール
などの染料，リン酸二水素アンモニウム，炭酸水素ナトリウム・カリウムなどの消火剤な
どを用いる。
【００５２】
　さらに、上記内容物以外の、懸濁剤，紫外線吸収剤，乳化剤，保湿剤，酸化防止剤、金
属イオン封鎖剤なども用いることができる。
【００５３】
　内容物噴射用ガスとしては、炭酸ガス，窒素ガス，圧縮空気，酸素ガス，希ガス，これ
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の液化ガスを用いる。
【符号の説明】
【００５４】
Ａ：正立作動モードにおける環状溜まり空間域の残留粉状内容物（図１参照）
Ｂ：正立作動モードにおける原液流出径路（図２参照）
Ｃ：正立作動モードにおける気相噴射剤流路（図２参照）
【００５５】
１：操作ボタン
１ａ：上通路部
１ｂ：噴射口
２：ステム
２ａ：下通路部
２ｂ：孔部
２ｃ：下開口鞘状部
２ｄ：環凹状部
【００５６】
３：ハウジング
３ａ：筒状起立部
３ｂ：上端開口部（原液流入口）
３ｃ：環状溜まり空間域（パウダー溜まり）
３ｄ：リブ状部
３ｅ：段部
３ｆ：大径上筒状部
３ｇ：環突状部
３ｈ：常開孔部
３ｊ：小径下筒状部
【００５７】
４：マウンティングキャップ
５：ガスケット（環状ステムラバー）
６：コイルスプリング
７：チューブ
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【手続補正書】
【提出日】平成23年2月10日(2011.2.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項２】
　前記ハウジングの周面部分に、
正立使用時の作動モードでは容器本体の気相噴射剤をハウジング内部に流入させ、倒立使
用時の作動モードでは容器本体の原液をハウジング内部に流入させるための常開状態の流
入孔部を形成した、
　ことを特徴とする請求項１記載の粉状内容物詰まり防止機構。
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